
 

 

支
援
金
の
受
給
や
各
種 

減
免
制
度
を
利
用
し
て
コ

ロ
ナ
禍
を
乗
り
切
ろ
う
！ 

 

総
会
方
針
の
中
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
現

在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株
の
感

染
拡
大
や
、
極
度
の
天
候
不
順
（
豪
雨
な
ど
）

で
災
害
の
発
生
が
多
発
し
て
お
り
、
景
気
の

追
い
風
と
な
る
べ
き
季
節
性
の
要
因
も
、
品

薄
や
円
安
に
伴
う
物
価
高
で
、
慢
性
的
と
言

っ
て
も
い
い
よ
う
な
景
気
の
悪
化
が
続
い
て

い
ま
す
。
旧
統
一
教
会
対
応
も
お
ぼ
つ
か
な

い
第
２
次
岸
田
政
権
で
は
、
実
に
頼
り
な
い

先
導
者
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

大
変
な
状
況
の
中
、
我
々
は
事
業
者
と
し
て

生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
経
営

の
足
し
に
な
る
こ
と
な
ら
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

使
っ
て
で
も
乗
り
越
え
て
い
く
。
そ
の
た
め

に
は
民
商
も
皆
さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら

一
緒
に
頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
次
に
現
在
利
用
で
き
る
支
援
金
制
度
や

各
種
減
免
制
度
を
、
上
越
市
を
中
心
に
紹
介

し
ま
す
。 

第
５
次
事
業
者
経
営
支
援
金
（
上
越
市
） 

【
条
件
】
今
年
５
月
～
９
月
の
間
の
売
上
が
、

令
和
元
年
同
月
比
の
売
上
と
比
較
し
て
、

25
％
以
上
減
少
月
が
２
つ
以
上
、又
は
、

20
％
以
上
減
少
月
が
３
つ
以
上
あ
る
こ

と
が
最
低
条
件 

【
支
給
額
】
売
上
規
模
・
減
少
率
に
よ
り
、

最
大
１
０
０
万
円 

【
締
切
】
１１
月
末
日 

国
保
税
の
減
免 

【
条
件
】
今
年
の
世
帯
主
の
収
入
が
、
前
年

比
３
割
以
上
減
少
見
込
み
の
方 

【
減
免
割
合
】
全
額
免
除
～
２/

10
（
５
種

類
） 

今
年
の
保
険
税
額
・
生
計
維
持

者
の
前
年
所
得
額
・
世
帯
の
国
保
被
保

険
者
全
員
の
前
年
合
計
所
得
額
な
ど
に

よ
り
計
算 

【
締
切
】
来
年
３
月
末
日 

 

※
問
題
点 

前
年
所
得
額
の
中
に
は
、
各
種
支
援

金
等
の
雑
所
得
は
加
算
で
き
な
い
。
加

算
す
る
こ
と
に
よ
り
対
象
と
な
る
業
者

も
こ
の
ま
ま
だ
と
救
え
な
い
。 

介
護
保
険
料
の
減
免 

【
条
件
】
国
保
税
の
減
免
基
準
に
準
ず
る 

【
減
免
割
合
】
全
額
減
免
（
前
年
所
得
２
１

０
万
円
以
下
）
～
8/

10
（
前
年
所
得

２
１
０
万
円
超
）
の
２
種
類 

【
締
切
】
来
年
３
月
末
日 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免 

【
条
件
】
国
保
税
の
減
免
基
準
に
準
ず
る 

【
減
免
割
合
】
全
額
減
免
～
2/

10
（
５
種

類
） 

 

今
年
の
保
険
税
額
・
生
計
維

持
者
の
前
年
所
得
額
・
世
帯
の
国
保
被

保
険
者
全
員
の
前
年
合
計
所
得
額
な
ど

に
よ
り
計
算 

【
締
切
】
来
年
３
月
末
日 

国
民
年
金
保
険
料
の
減
免
（
国
） 

【
条
件
】
令
和
２
年
２
月
以
降
の
収
入
減
少

を
、
前
年
収
入
と
比
較
し
て
判
断 

【
対
象
保
険
料
】
申
請
し
た
月
～
２
年
の
１

カ
月
前
ま
で
（
２
年
を
経
過
す
る
と

時
効
で
ダ
メ
に
な
る
） 

【
減
免
割
合
】
全
額
減
免
～
1/

4
（
４
種

類
） 

 

基
準
額
・
扶
養
親
族
等
控
除

額
・
社
会
保
険
料
控
除
額
等
に
よ
り
計
算 

【
締
切
】
来
年
６
月
末
日 

 

※
問
題
点 

 
 

市
税
等
の
減
免
制
度
は
特
例
扱
い

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
方
を
対
象
）

と
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
コ
ロ
ナ

前
と
の
収
入
比
較
を
せ
ず
、
コ
ロ
ナ
禍

が
数
年
続
い
て
い
る
の
に
前
年
比
で
判

断
す
る
と
い
っ
た
誤
っ
た
条
件
を
付
け

て
い
る
。
大
き
く
減
額
し
た
年
に
申
請

し
た
人
し
か
恩
恵
が
受
け
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
よ
り
、
多
く
の
減
免
対
象
者
を 

救
え
な
い
で
い
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
ろ
、

前
記
記
載
の
市
税

等
が
高
く
て
困
っ
て

い
る
方
は
、
民
商
に

相
談
し
て
下
さ
い
。

減
免
対
象
に
な
る

か
も
含
め
て
一
緒
に

検
討
し
ま
し
ょ
う
。 

８
・
28 

新
潟
県
母
親
大
会
開
催 

会
場 

ユ
ー
ト
ピ
ア
く
び
き
希
望
館 

 

時
間 

１３
時
～
15
時
30  

  

新
潟
県
の
母
親
大
会
は
今
年
６７
回
目
を

上
越
市
で
迎
え
ま
す
。 

 

県
内
各
地
か
ら
母
親
・
女
性
た
ち
が
集
い
、

願
い
や
要
求
を
持
ち
寄
り
、
語
り
合
い
、
学

び
合
い
、
交
流
を
深
め
る
場
で
す
。 

 

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
た
め
、全
体
会
の
み
の
開
催
と
な
り
ま
す
。

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
必
ず
マ
ス
ク

着
用
の
う
え
、直
接
会
場
に
お
越
し
下
さ
い
。 

 

発
行 

上
越
民
主
商
工
会 

 
 

 
 

上
越
市
栄
町
七
ー
七 

 
 

 
 

電
話 

 

０
２
５-

５
２
４-

４
８
１
６ 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
５-

５
２
４-

３
２
９
８ 

２０2 2 年 

8 月 22 日 

Ｎo.1505 

 


